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高 第１１３３号-3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年５月18日
各高齢者保健福祉施設（入所施設）の長　様
（神戸市（東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区）、芦屋市、

姫路市（別所小学校・大的中学校区）、加古川市、高砂市、稲美町、
播磨町、養父市、朝来市、新温泉町及び香美町の施設に限る）
兵庫県健康福祉部社会福祉局高齢社会課長

新型インフルエンザ対策について（依頼）
　
標記については、平成21年５月16日付けで通知したところですが、今後は下記により取り扱うこととしましたので、お知らせします（下線部分を追加）。　　　　　　

ついては、施設におかれましては、適切な対応をお願いします。 
　　　　　　　　　　　　　　　記

１　短期入所（生活・療養）の受入休止

　　今後の受入れを原則として休止すること。

※　ただし、家庭等の介護者が一定期間不在となるなどやむを得ない場合は、利用者の健康チェックを十分行った上で受け入れるとともに、他の利用者との接触を避けるなどの感染防止に努めること
２　健康管理

入所者等に対する健康管理を徹底し、発熱等があれば健康福祉事務所（保健所）に連絡すること。
３　外部者との面会制限

入所者について、家族等を含む外部者との面会制限を行うこと。
４　衛生管理

職員に対するうがい・手洗い・マスク着用など衛生管理を徹底すること。
５　今後の取扱い
　　要請解除については、地域における感染の終息状況を見つつ、県において判断を行い、通知を行う。

[訪問系サービスを行う事業者]

・訪問系サービスは、短期入所だけでなく通所サービスの代替策としても重要な役割を果たすことから、居宅介護支援事業者等と連携し、可能な限り必要なサービスが利用者に提供できるよう配意すること。

【連絡先】


　　兵庫県健康福祉部社会福祉局


高齢社会課高年施設係　　　
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